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（３）持続可能な利用の推進 

１）自然環境の適正な保全 

 

① 人の利用による自然環境の衰退の抑制 

●評価 

西大台については、歩行範囲を固定したことや、利用調整地区制度が浸透したことにより、

歩道外への踏み込みは減少し、人による歩道の複線化や、植生への影響は低減している（写

真 4-4-1）。近年、明らかな希少植物の盗採は確認されていないが、巡視員や職員による常時

の監視は継続することとする。 

 

   

平成 18（2006）年 平成 26（2014）年 令和 6（2024）年 

◆複線化はほぼ解消し、ミヤコザサは回復傾向である。 

写真 4-4-1 西大台の歩道の複線化の状況の変化 

 

■課題 

西大台での道迷い発生は少ないものの、アンケートの一部には西大台の道が分かりにくい

との声もある。西大台利用調整地区では道標類の整備を必要最小限に抑えることとしている

ため、レクチャー時等の利用者への周知方法の検討が必要である。 

  

自然環境の適正な保全【概要】 

・西大台利用調整地区の事前レクチャー、アクティブレンジャー等による環境教育の実施な

どにより、利用者マナーが向上した。また、ロープや標識テープの設置による歩行範囲の

固定化により歩道の複線化が解消されている。これらの取組により、人の利用による自然

環境への影響は抑制されている。 

・西大台での道迷い発生は少ないものの、アンケートの一部には西大台の道が分かりにくい

との声もある。西大台利用調整地区では道標類の整備を必要最小限に抑えることとしてい

るため、レクチャー時等の利用者への周知方法の検討が必要である。 

 



大台ヶ原自然再生推進計画 2014 中間評価書 より抜粋 

2 

２）利用の量の適正化 

 

① 利用の量の適正な管理 

●評価 

大台全体の入山者数は、過去最大の利用者数となった平成 7 年（1995 年）度の 32 万人に

比べ4分の1程度になっており、当時の利用過多の状況からは概ね脱していると考えられる。 

西大台利用調整地区では毎年度定める運用計画において展葉時期を考慮した一日の利用者

数設定をしており、植生に配慮した調整を行っている。 

令和 2年（2020 年）度から令和 6年（2024年）度の 5年間において、西大台利用調整地区

の年間利用者数は 1,700～2,500 人程度で比較的安定して推移しており、また、一日の利用者

数上限に達した日は 5年間で 2日のみであった（どちらも利用集中期）。上限の 50%を超える

日は秋季の利用集中期（9月中旬～11月上旬）と初夏の通常期（6月上旬～7月下旬）を中心

に例年 10日前後あるが、概ね利用率 50％以下の安定した水準となっている。 

路肩駐車台数は令和 2年（2020 年）度から減少傾向にあり、関係機関の連携した交通整理

が一定の効果をあげている。 

 

ⅰ）大台ヶ原の利用者数の推移 

平成 10 年度から 25 年間の推移をみると、平成 23 年（2011 年）度までは減少傾向で推

移していたが、平成 24年（2012 年）度から微増に転じ、2014 計画初年度の平成 26年（2014

年）度には 9万人となった。その後、令和元年（2019 年）度までは再び減少傾向となった

が、新型コロナウイルス感染症による移動制限が行われた令和 2年（2020 年）度は増加し、

以後概ね横ばい傾向となっている。全国の国立公園では新型コロナウイルス感染症による

移動制限の影響で大幅に利用者数が減少しているが、近場の訪問に対する需要は高まり、

大台ヶ原においては、関西の都心部から日帰り圏内にあることなどから、その影響を受け

なかった可能性が考えられる（図 4-4-1）。 

 

  

利用の量の適正化【概要】 

・大台全体の入山者数は、過去最大の利用者数となった平成 7 年（1995 年）度の 32 万人に

比べ 4 分の１程度になっており、当時の利用過多の状況からは概ね脱していると考えられ

る。西大台利用調整地区の年間利用者数は 1,700～2,500 人程度となっており、設定した利

用者数の上限に対して概ね 50%以下となっている。これらのことから、利用の量の適正な

管理ができているものと考えられる。 
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図 4-4-1 全国の国立公園と大台ヶ原の利用者数の推移 

※大台ヶ原の利用者数は、正午時点の山上駐車場の駐車台数を基に、以下の推計式で推計したものである。 
   大台ヶ原の利用者数＝観光バス台数×22 人＋乗用車台数×2.2 人×２回転＋二輪車台数×1.1 人 
 

ⅱ）大台ヶ原の利用者数の推移 

入山者数は、平成 28 年度をピークとして近年は減少傾向にある（表 4-4-1）。 

 

表 4-4-1 西大台利用調整地区の入山者数の推移 

 
 

 

ⅲ）路肩駐車の発生状況 

紅葉シーズンの休日を中心に、山上駐車場が混雑すると路肩駐車が発生し、交通渋滞の

発生や通行上の危険を生じるため、混雑が予想される日に交通誘導員が配置されている。

路肩駐車台数は、令和 2 年（2020）度から徐々に減少傾向にあり、令和 6（2024）年度は

817 台と令和 2（2020）年度と比べて半分以下となっている（図 4-4-2）。 
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図 4-4-2 路肩駐車の発生日数と発生台数の推移 

 

■課題 

利用量のコントロールや混雑緩和の観点から公共交通の利用を推奨しているところだが、

今後周辺地域の高齢化・人口減少が進むと公共交通の水準維持も困難となることが予想され

る。利用の量の適正化については、周辺地域の状況も踏まえ、公共交通以外の方法も含めた

対応策の検討が必要である。 
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３）利用の質の向上 

 

① 質の高い多様な利用メニューの充実 

●評価 

西大台利用調整地区制定時から議論のあったガイド制度創設について、2014計画期間内の

平成 29年（2017年）度に登録ガイド制度が導入されたことは評価できる。登録ガイド制度の

成果を評価するため、利用状況・満足度・経済効果などのモニタリングを引き続き実施して

いく必要がある（図 4-4-3、4-4-4）。 

携帯トイレブースの設置については、西大台では継続的に携帯トイレの販売、ブースの設

置、管理、利用がなされているところである。東大台においては、平成 29年（2017年）度に

携帯トイレブースの設置試行を行った。試行時の利用者アンケート調査では、携帯トイレの

利用に対しては前向きであったものの、実際の利用率は低かった。 

  

利用の質の向上【概要】 

・西大台利用調整地区制定時から議論のあったガイド制度創設について、2014 計画期間内に

登録ガイド制度が導入されたことは評価できる。今後の課題として、大台ヶ原の魅力や資

源、自然再生に係る各種取組やその成果等を活用した質の高い体験の機会を提供するため

の体験型プログラムの実施や登録ガイド制度について自律的に機能できるよう、環境省が

主導し関係機関との連携により、民間事業者とのツアー運営の仕組みづくりや、利用者へ

の一層の周知等の取組の検討・実施を行うことが必要である。また、登録ガイド制度の成

果を評価するため、利用状況・満足度・経済効果などのモニタリングを引き続き実施して

いく必要がある。 

・登山道探勝歩道の維持管理は適正に行われているが、一部荒廃や木道の老朽化が進んでい

る箇所については、改修が必要である。苔探勝路については、蘚苔類の再生試験を実施し

ており、一定の効果がみられている。 
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図 4-4-3 大台ヶ原登録ガイドＨＰ（令和 5(2023)年リニューアル、上北山村）

（https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/kanko/oodaigaharatourokuguide/index.html） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキストは安全管理、大台ヶ原における利用のルール、自然環境、歴史的背景、自然再生への取組などについて解

説されている。 

 
図 4-4-4 大台ヶ原登録ガイドテキスト（平成 29(2017)年、環境省・近畿地方環境事務所） 

 

 

 

 

https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/kanko/oodaigaharatourokuguide/index.html
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■課題 

登録ガイド制度については今後の課題として、大台ヶ原の魅力や資源、自然再生に係る各

種取組やその成果等を活用した質の高い体験の機会を提供するための体験型プログラムの実

施や登録ガイド制度について自律的に機能できるよう、環境省が主導し関係機関との連携に

より、民間事業者とのツアー運営の仕組みづくりや、利用者への一層の周知等の取組の検討・

実施を行うことが必要である。 

西大台では携帯トイレブースは利用されているものの、東大台での携帯トイレブースの試

行において利用率が低かったのは、東大台利用者は西大台利用者に比べると山行の経験が少

ない者も多く、携帯トイレを使用することに慣れていないこともその一因と考えられること

から、普及活動が必要である。 

 

② 登山道・探勝歩道の維持管理 

●評価 

環境省職員、巡視員等による登山道・探勝歩道の状況把握を行っており、破損個所・危険

個所の早期把握ができていることに加え、パークボランティアによる登山道の補修作業が行

われており、危険個所の修繕や木道階段先端部の塗分けによる視認性の向上等が実施されて

いる。 

苔探勝路については、近年、ササが繁茂したため、苔が衰退している。このため、R2年度

から、ササ刈りによる苔探勝路沿いの蘚苔類の再生試験を実施したところ蘚苔類は回復傾向

にあり、今後さらに回復が進めば、より簡易的に大台ヶ原の自然を体験できる探勝歩道とし

ての魅力向上に資するものと考えられる。 

 

■課題 

登山道の一部で荒廃や木道等施設の老朽化が進んでおり、大規模な改修が必要である。 
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４）情報提供・発信の強化 

 

① 自然解説・自然観察会・自然体験学習プログラム等情報提供・情報発信の充実 

●評価 

環境省による自然体験学習プログラム（三重森林管理署と協同で実施する「大台ヶ原・大

杉谷森林再生応援団」）や、パークボランティアやアクティブレンジャーによる自然観察会を

実施しており、また、大台ヶ原・大峯山・大杉谷ユネスコエコパークと連携して教員等を対

象としたエクスカーションを実施している。環境省以外の主体（上北山村、パークボランテ

ィアなど）による自然体験学習プログラムも定期的に行われており、上北山村地域活性化イ

ベント実行委員会による大台ヶ原ガイドウォークなど、概ね高評価を得ている。これらの取

組はこれからも引き続き実施していくことが重要と考えられる（写真 4-4-2）。 

西大台利用調整地区の入山者への事前レクチャーについては、概ね満足というアンケート

結果を得ている。ビジターセンターでは、常設展示の他に、窓口付近に設置したホワイトボ

ードで、開花情報、天候状況、ツキノワグマの目撃情報などの情報提供を行っており、利用

者からの評価は概ね好評である。FaceBookや Instagram等の SNSやホームページによる自然

情報の発信や、イベントへの参加募集などは、大台ヶ原を訪れたことがない人への利用推進

にも貢献している。 

  

情報提供・発信の強化【概要】 

・体験プログラムについては、関連機関との協働等により実施しており、概ね好評を得てい

る。今後は、民間団体を含む様々な主体が実施している活動と連携していくことを視野に

入れる必要がある。 

・ビジターセンターや SNS 等を通じた情報発信は概ね好評であり、利用推進にも貢献してい

るが、常設展示や環境省ホームページの情報は古くなっているため、自然再生事業の成果

を発信するなどの更新が必要である 。 

 

 



大台ヶ原自然再生推進計画 2014 中間評価書 より抜粋 

9 

 

  

ボランティアイベント（森林再生応援団） 
による稚樹保護柵内での坪刈り作業 

大台ヶ原ガイドウォーク 

  

ユネスコエコパークを活かした地域教育を 

考えるエクスカーション 
パークボランティアによる開山時清掃活動 

写真 4-4-2 多様な自然体験プログラム等 

 

■課題 

自然体験学習プログラム・ボランティア活動等を充実・継続し、自然情報等の情報発信を

充実させていくために、民間団体を含む様々な主体が実施している活動と連携していくこと

が重要である。また、ビジターセンターの常設展示や環境省 HPの情報が古くなっているため

更新が必要である。自然再生事業の成果については、関連資料をホームページに掲載するな

ど情報公開の取組を進める必要がある。 

西大台利用調整地区の入山者へのアンケートでは事前のオンライン講習導入等の要望があ

り、利用者が利用しやすい整備を引き続き検討する。 

自然再生の取組を次世代に継承するために、環境教育の推進や自然環境保全体験機会の提

供等を通じて、義務教育学校や博物館等を含めた地域の様々な機関や、広域的な大学などの

教育・研究機関等との連携により人材の育成を図ることが必要である。 
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